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対象範囲
確認書類

令和2年5月1日時点で有効なもの

飲食店営業

食品衛生法による食品営業許可（飲食店営
業）を有すること

※ 細目「その他」の内、コンビニエンスストア、
　  細目「自動販売機」は対象外

食品衛生許可証

喫茶店営業

食品衛生法による食品営業許可（喫茶店営
業）を有すること

※ 細目「自動販売機」は対象外

食品衛生許可証

宿泊業
（ホテル・旅館・
　簡易宿所）

旅館業法による旅館業許可を有すること 旅館業許可証

旅行業 旅行業法による旅行業登録をされていること
旅行業登録票
旅行業者代理業登録票

理容所
理容師法による理容所開設確認済証を有して
いること

理容所開設確認済証

美容所
美容師法による美容所開設確認済証を有して
いること 美容所開設確認済証

道路運送法による一般乗用旅客自動車運送
事業の経営許可を有していること

一般乗用旅客自動車
運送事業経営許可書

道路運送法による一般貸切旅客自動車運送
事業の経営許可を有していること

一般貸切旅客自動車
運送事業経営許可書

自動車運転代行業の業務の適正化に関する
法律による自動車運転代行業の要件を備えて
いることを認定されていること

運転代行業認定書運転代行業
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